
入 札 説 明 書

ストックヤード整備工事に係る入札公告に基づく一般競争入札（事後審査型）については、関係法令

に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１ 公告日

令和８年４月２３日（木）

２ 発注者

大泉町外二町環境衛生施設組合管理者 村 山 俊 明

３ 工事担当課

〒３７０－０５１２

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

大泉町外二町環境衛生施設組合 管理係

電話 ０２７６－６３－１２６６

４ 工事内容等

(1) 工事番号 ①

(2) 工 事 名 ストックヤード整備工事

(3) 工事場所 大泉町大字上小泉３３０番地の１

(4) 工事内容 別冊図面及び仕様書のとおり

(5) 工 期 約８ヶ月間（本組合議会議決の日～令和９年２月）

(6) 予定価格及び最低制限価格

予定価格 金６２，１００，０００円（消費税抜き）

最低制限価格 設定する

５ 入札参加形態

単体による参加

６ 条件付き一般競争入札（事後審査型）に参加する者に必要な資格

この公告の工事の条件付き一般競争入札（事後審査型）に参加できる者は、大泉町外二町環境衛

生施設組合財務規則（昭和５１年大泉町外二町環境衛生施設組合規則第１号）第３条の規定により、

群馬県邑楽郡大泉町（以下「大泉町」という。）の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者の

うち、入札の公告の日から開札の日までの期間にわたり、次に掲げる要件を全て満たしている者とす

る。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。

(2) 大泉町契約規則（平成１８年大泉町規則第６号）第３条第１項の規定に基づく大泉町の入札参
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加制限を受けていないこと。

(3) 大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成１２年大泉町告示第１９号）に基づく指名

停止を受けていないこと。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後､資格の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

(5) ４で示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連

がある建設業者でないこと。

(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、関

係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、大泉町競争入

札心得第５(2)の規定に抵触するものではないことに留意すること。

① 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法施行規則（平成１８年法務省

令第１２号）第３条第３項の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社

更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条

第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合は除く。

ｱ) 親会社（会社法施行規則第３条第３項の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社

の関係にある場合

ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

② 人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ｱ)については、会社の一方が更生会社又は再

生手続が存続中の会社である場合は除く。

ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第

２項の規定により専任された管財人を現に兼ねている場合

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

(7) 大泉町の令和８・９年度建設工事入札参加資格者名簿で、建築一式工事の格付けがＡ等級の

者であること。

(8) 公告の日から過去１０年間に元請としてこの公告の工事と同種の工事について施工実績（施

工中のものを除く。）を有すること。

※同種の工事とは、国又は地方公共団体が発注した建築物の新築もしくは増築工事とする。

(9) 太田市、館林市、邑楽郡（大泉町、邑楽町、千代田町、明和町、板倉町）に建設業法に基づ

く本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。

(2)、(3)においては、営業の譲渡を受けた者で、営業を譲渡した者が、入札参加制限、指名停止

措置等を受けていた場合は、それらの措置を引き継ぐものとする。

７ 設計業務等の受託者等

(1) ６の(5)の「４で示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
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＊ 中日本建設コンサルタント株式会社

(2) ６の(5)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、大泉町調査・

測量・コンサルタント等入札参加資格申請において、上記(1)の者から提出された関連建設業者報告

書に記載された建設業者をいう。

８ 資格確認申請入札参加書の提出

(1) この公告の工事の競争入札の参加希望者は、次に従い、入札参加資格確認申請書（以下「申請書」

という。）及び６に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、入札参加資格確認資料（以下

「資料」という。）を提出しなければならない。

なお、申請期限日までに申請書及び資料を提出しない者は、この公告の競争入札に参加すること

ができない。

① 提出期間 令和８年４月２４日（金）から令和８年５月１５日（金）までの毎日

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までの時間を除く。）

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

② 提出場所 〒３７０－０５１２

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

大泉町外二町環境衛生施設組合 管理係

電話 ０２７６－６３－１２６６

③ 提出方法 申請書及び資料は、直接持参するものとし、郵送又は電送によるものは認めない。

(2) 提出する資料は、次のとおりとし、提出部数は各２部とする。

申請書１部は押印後返送する。返却した申請書は入札時に必要となる。

① 入札参加資格確認申請書（様式第１号）

② 入札参加資格確認資料（様式第２号）

③ 同種の工事の施工実績報告書（様式第３号）

④ 監理技術者等の資格・工事経験報告書（様式第４号）

⑤ ③、④を補足するための資料

(3) 提出する資料は、次のとおり作成すること。

同種の工事の施工実績については、平成２８年度以降に工事が完成し、引き渡しが済んでいるも

のに限り記載すること。

① 同種の工事の施工実績報告書（様式第３号）の作成
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６の(8)に掲げる資格要件を満たしていることを確認できる同種の工事の施工実績は、当該工事

が、財団法人日本建設情報総合センターのＪＣＩＳ検索システム（以下、「ＪＣＩＳ検索システム」

という。）のＣＯＲＩＮＳに登録されている場合は、その登録番号を様式第３号内の「確認資料」

に記載し、同システムによる打ち出し帳票の添付は要しない。

上記の登録が無いものは、工事名、金額、工期、発注者、請負者、工事内容の確認できる部分

の契約書の写しを添付するものとする。

同種の工事の施工実績

ＪＣＩＳ検索システムに登録されている ＣＯＲＩＮＳ登録番号を様式第３号に記載

〃 登録されていない 契約書等の写しを添付

記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。

② 監理技術者等の資格・工事経験報告書（様式第４号）の作成

配置予定技術者の資格要件については、以下のとおりとする。

ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士であること

イ 申請日前３ヶ月以上継続して雇用しているものであること

(4) 配置予定技術者選定にあたっての注意事項

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したこ

とにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を

提出した者は、直ちに当該申請書の取下げ（入札辞退）を行うこと。

なお、配置予定技術者を１人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすること。

(5) その他

① 申請する書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 本組合は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された書類は、返却しない。

④ 提出期限日以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。

（但し、資格審査において疑義が生じた場合、提出を求めるものは除く。）

⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先

〒３７０－０５１２

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

大泉町外二町環境衛生施設組合 管理係

電話 ０２７６－６３－１２６６

９ 別冊図面及び仕様書以外の詳細図面及び仕様書（金額抜き設計書）並びに現場説明書（以下「設計

図書等」という。）の閲覧等

(1) 閲覧期日及び閲覧方法

① 閲覧期間 令和８年４月２４日（金）から令和８年５月２２日（金）までの毎日

② 閲覧方法 本組合ホームページからのダウンロードによる。

ＵＲＬ：http://www.oizumi-seisoucenter.jp/

(2) 別冊図面及び仕様書並びに設計図書等に対する質問がある場合には、質問書（様式第５号）を電

子メール（ooizumi-seisoucenter*aioros.ocn.ne.jp ←"*"を"@"へ変更。）により提出し、送信後確認の
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電話連絡を行うこと。

① 提出期間 令和８年４月２４日（金）から令和８年５月１３日（水）までの毎日

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までの時間を除く。）

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

(3) (2)により説明を求められたときは、令和８年５月２０日（水）までに本組合ホームページへ掲載

により回答する。

１０ 現場説明会

行わない

１ 入札執行の日時及び場所等

(1) 日時

① 入札開始日時 令和８年５月２５日（月） 午前１０時

② 入札書提出受理時間 令和８年５月２５日（月） 午前１０時～

③ 内訳書開封予定日時 令和８年５月２５日（月） ②終了後

④ 開札予定日時 令和８年５月２５日（月） ③終了後

(2) 場所等 会場：大泉町外二町環境衛生施設組合 ２階会議室

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

１２ 入札方法等

(1) 競争入札の方法

紙入札

(2) 入札に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、大泉町契約規則、

大泉町入札事務等執行規程（平成２７年大泉町規程第１号）及び大泉町競争入札心得の規定を守る

こと。

(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等の規定に抵触する行為をしないこと。

(4) 落札候補者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

(5) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。

１３ 入札保証金

免除

１４ 契約保証

次の中から請負者が選択するものとする。
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① 契約保証金の納付

② 金銭保証人（金融機関又は保証事業会社の保証）

③ 履行保証保険

④ 公共工事履行保証証券による保証（付保割合１０％以上）

⑤ 利付国債若しくは地方債

１５ 工事費内訳書の提出

(1) 入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

(2) 工事費内訳書は、設計書と同項目とし、記載内容は少なくとも数量、単価及び金額等を明らかに

したものであること。

(3) 工事費内訳書は、返却しない。

(4) 工事費内訳書は、必ず大泉町の指定の様式を使用すること。

１６ 開札

開札は、１１に掲げる日時において行う。また、入札者又はその代理人から要求があった場合に

は、立ち会いを認めるものとする。

１７ 入札の無効

(1) 次の各号の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

① 入札に参加する資格を有しない者の入札

② 入札に際し、不正の行為があったとき。

③ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札

④ 入札者が同一の入札について、２以上の入札書を提出したとき。

⑤ １５の規定に従わない工事費内訳書を提出した者のした入札。

⑥ その他、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。

１８ 失格

(1) 次の各号の一に該当する場合は、当該入札者を失格とする。

① 公告又は入札説明書に示した日時までに入札を行わない者

② 最低制限価格未満の入札をした者

③ 指定した日時までに以下の書類を提出しない者

ア 入札参加資格確認申請書（様式第１号）

イ 入札参加資格確認資料（様式第２号）

ウ 工事費内訳書

１９ 同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者又は落札候補者の決定

落札者又は落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入

札をした者にくじを引かせて落札者、落札候補者を決める。
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２０ 入札不調

次の各号の一に該当する場合は、入札を不調とする。

(1) 入札参加者全員が最低制限価格未満の入札をしたとき。

(2) 入札において落札者がないとき。

２１ 落札候補者の決定方法

開札後、落札を保留し、大泉町契約規則第２条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低入札価格で入札した者を落札

候補者とする。

２２ 入札参加資格の審査と落札者の決定方法

落札候補者の入札参加資格の審査を行い、審査の結果、入札参加資格があることが確認できれば、

その者を落札者と決定し、落札者決定通知書により通知する。審査の結果、入札参加資格がないこ

とが確認された場合は、有効な入札を行った次順位の者の入札参加資格の審査を行い、入札参加資

格のある者を確認できるまで行う。

入札参加資格がないと認めた者には、入札参加資格不存在通知書により、入札参加資格を満たさ

ない項目及び満たさない理由を通知する。

２３ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

(1) 入札参加資格がないと認められた者は、本組合に対して入札参加資格がないと認めた理由につい

て、次に従い、入札参加資格不存在についての説明申込書（様式第６号）により、説明を求めるこ

とができる。

① 提出期間 令和８年５月２５日（月）から令和８年５月２９日（金）までの毎日

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までの時間を除く。）

ただし、土曜日及び日曜日を除く。

② 提出場所 〒３７０－０５１２

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

大泉町外二町環境衛生施設組合 管理係

電話 ０２７６－６３－１２６６

(2) 説明を求められたときは、令和８年６月５日（金）までに説明を求めた者に対し書面により回

答する。

２４ 契約書の作成

群馬県建設工事請負契約書により作成するものとする。

２５ 支払条件

前金払 請負金額（当該年度の出来高予定額）の４０％まで
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次の区分に従って選択することができる。

中 間 選 択 区 分 令和８年度

前金払 中間前金払を選択した場合 部分払 無し

及 び 部分払を選 前金払を請求した場合 部分払 １回

部分払 択した場合 前金払を請求しない場合 部分払 １回

注１ 契約時に中間前金払によるか部分払によるかを選択すること。

注２ 中間前金払を選択した場合の部分払は、当該年度の出来高部分の額が予定額に達した場合

に、その年度の支払限度額の範囲内で請求することができる。

２６ 火災保険を付することの要否

要

２７ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により

締結する予定の有無

無し

２８ 大泉町外二町環境衛生施設組合の議会に付すべき契約

５，０００万円以上の工事請負契約については、大泉町外二町環境衛生施設組合の議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和５１年大泉町外二町環境衛生施設組合

条例第１２号）第２条の規定に基づき、大本組合の議会の議決に付すべき契約に該当するので、建

設工事請負仮契約書を作成し、当該契約に係る議会の議決が なされたとき、作成された仮契約

書を本契約に基づく契約書とみなす。なお、本組合の議会の議決が得られなかった場合、仮契約は

無効となり、契約は成立しない。また、このことで仮契約の相手方に損害が生じても本組合は一切

の責めを負わない。

２９ 契約条項等を示す場所

契約書及び入札を定めている関係規則等については、次により閲覧できる。

(1) 閲覧期間 令和８年４月２４日（金）から令和８年５月２２日（金）までの毎日

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までの時間を除く。）

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

(2) 閲覧場所 〒３７０－０５１２

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

大泉町外二町環境衛生施設組合 管理係

電話 ０２７６－６３－１２６６

なお、９の設計図面等の閲覧等と同様に本組合ホームページからの閲覧可能。

３０ その他

(1) 入札参加者は、大泉町競争入札心得を熟読し、これを遵守すること。

(2) 落札者は、８の資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。

(3) 落札決定後、監理技術者等を適正に配置しない場合は、契約を締結しないことがある。
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(4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

(5) 締結する契約書には、この契約に関し、請負人が、次のいずれかに該当したときは、請負人は、

発注者の請求に基づき、請負代金の１０分の１に相当する額を違約金として支払う旨の特約を含め

て締結すること。

① この契約に関し、請負人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）第３条の規定に違反し、又は請負人が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１

項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負人に対し、同法第７条の２第１項

の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

② この契約に関し、請負人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の３又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８９条第１

項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

(6) 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負

代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案する

ことができる。

提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代

金額の変更を行うものとする。

(7) 地元企業等の育成・活性化を図るため、極力、下請等での大泉町並びに本組合を大泉町とともに

組織する群馬県邑楽郡邑楽町及び千代田町の区域内の事業者活用に努めること。


